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証券コード 8355
平成29年５月29日

　
株 主 各 位 静岡市葵区呉服町１丁目10番地

取締役頭取 中 西 勝 則
　

第111期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第111期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使につ
いてのご案内」（３～４ページ）に沿って議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。

敬 具
　

記
　

１ 日 時 平成29年６月16日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

２ 場 所 静岡市清水区草薙北２番１号
静岡銀行研修センター ２階大会議室

３ 目的事項

報告事項 (１) 第111期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件

(２) 第111期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
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インターネットによる開示事項について
● 本招集ご通知に提供すべき書類のうち、下記①から③までの事項につきましては、法令ならびに当行
定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当行ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集
ご通知添付書類には記載しておりません。
①事業報告の「当行の新株予約権等に関する事項」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等と
の間の取引に関する事項」、「会計参与に関する事項」、「その他」

②計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
監査役が監査した事業報告、計算書類および連結計算書類は、本招集ご通知に添付の事業報告、計算
書類および連結計算書類のほか、上記①から③までの事項となります。
会計監査人が監査した計算書類および連結計算書類は、本招集ご通知に添付の計算書類および連結計
算書類のほか、上記②および③の事項となります。

● 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当行ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

当行ウェブサイト http://www.shizuokabank.co.jp/
　

招集にあたってのご案内
● 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。
また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。

● 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主さま１名を代理人として株主総会にご
出席いただくことが可能です。ただし、代理人ご本人の議決権行使書および代理権を証明する書面を
ご提出いただく必要がありますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

● 議決権の不統一行使を行う場合は、株主総会開催の日の３日前までに、書面をもってその旨と理由を
ご連絡いただきますようお願い申しあげます。



株主総会にご出席いただける場合

株主総会にご出席いただけない場合

以下のいずれかの方法にて、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

株主総会開催日時 平成29年６月16日（金）午前10時 

インターネット 詳細は次ページをご覧ください

当行の指定する議決権行使ウェブサイト（http://www.e-sokai.jp）
にアクセスし、画面の案内にしたがって議決権をご行使ください。

※ 当日ご出席の場合は、事前の行使内容を撤回されたもの
として取扱いますので、予めご留意ください。

行使期限 平成29年６月15日（木）午後５時

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示していただいた
うえ、行使期限までに当方に到着するようご返送ください。

※ 書面による議決権行使における各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があっ
たものとして取扱わせていただきます。

行使期限 平成29年６月15日（木）到着
議決権行使書
用紙

議決権行使書用紙の記入方法
●こちらに、各議案の賛否を表示ください。

※ 一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、当該候補
者の番号をご記入ください。

第1号議案 賛成の場合：「 賛 」に○印
反対の場合：「 否 」に○印

第2号議案 全員賛成の場合：「 賛 」に○印
全員反対の場合：「 否 」に○印

▶議決権行使についてのご案内
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インターネット等による議決権行使のご案内

以　上

0120-707-743
受付時間 午前９時～午後９時（土曜、日曜、祝日も受付）

株主名簿管理人 日本証券代行株式会社 代理人部
ウェブサポート専用ダイヤル

インターネットによる
議決権行使に関するお問い合わせ先

　インターネットによる議決権行使でご不明な点につきまして
は右記にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

〔ご注意事項〕
●  議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は株主さまのご負担となります。
●  議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネット等でも議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネット等
による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
●  インターネット等で議決権行使を複数回なされた場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。

インターネットによる議決権行使についてを
お読みいただき、「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

STEP2

STEP3

STEP4

STEP1

議決権行使ウェブサイトにアクセス

※ バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の
「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサ
イトに接続することも可能です。（QRコードは株
式会社デンソーウェーブの登録商標です｡）

http://www.e-sokai.jp

管理信託銀行等の名義株主さま(常任代理人さまを含みます）につきましては、株式会社ICJに事前に申し込ま
れた場合には、同社が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

機関投資家向け
議決権電子行使プラットフォームについて

以降、画面の案内にしたがって
賛否をご入力願います。STEP5

STEP2

STEP4

STEP3
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株主総会参考書類
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議案および参考事項
　
第1号議案 剰余金の処分の件 　
　剰余金の処分につきましては、経営体質強化のため内部留保に意を用いるとともに、株主の皆
さまへ安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。
　
１ 事業年度末の剰余金の配当に関する事項　
　当事業年度末の剰余金の配当につきましては、業績など諸環境を考慮のうえ、以下のとおりと
いたしたいと存じます。
　
１ 配当財産の種類 金 銭

２ 配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当行普通株式１株につき 金10円
総 額 6,037,688,250円
　なお、中間配当金として１株につき10円をお支払
いしておりますので、当事業年度の年間配当金は１
株につき20円となります。

３ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成29年６月19日

２ その他の剰余金の処分に関する事項　

１ 増加する剰余金の項目
およびその額 特別積立金 5,000,000,000円

２ 減少する剰余金の項目
およびその額 繰越利益剰余金 5,000,000,000円
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再  任

再  任

再  任

再  任

再  任

新  任

新  任

再  任

再  任 社外取締役
候補者

再  任 社外取締役
候補者

第2号議案 取締役10名選任の件 　
　取締役10名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役10
名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　その候補者は次のとおりであります。
　
候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位

１
なか にし かつ のり

中 西 勝 則 取締役頭取

2
しば た ひさし

柴 田 久 取締役常務執行役員

3
すぎ もと ひろ とし

杉 本 浩 利 取締役常務執行役員

4
や ぎ みのる

八 木 稔 取締役常務執行役員

5
なが さわ よし ひろ

長 沢 芳 裕 取締役常務執行役員

6
いい お ひで ひと

飯 尾 秀 人 常務執行役員

7
こ ばやし みつる

小 林 充 執行役員

8
ご とう まさ ひろ

後 藤 正 博 取締役

9
ふじ さわ く み

藤 沢 久 美 社外取締役

10
か とう かず やす

加 藤 壹 康 社外取締役



株主総会参考書類
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再  任

再  任

■ 生年月日
昭和28年６月15日

■ 所有する当行の株式の数
58,300株

１
なか にし かつ のり

中 西 勝 則
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和51年４月 当行入行
平成10年12月 人事部副部長兼人事課長
平成11年４月 理事人事部長
平成11年６月 理事経営管理部長
平成13年６月 取締役執行役員経営企画部長
平成15年６月 取締役常務執行役員

平成17年４月 取締役常務執行役員 企画・管理
担当経営統括副本部長

平成17年６月 取締役頭取（現任）
平成29年３月 静岡ガス株式会社取締役（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

中西勝則氏は、経営管理部長、経営企画部長等を歴任し、銀行経営に必要な経験と幅広い知見
を有しております。また、平成17年6月から頭取を務め、長く当行経営を担っており、経営の
重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続
き取締役候補者としたものであります。

　

■ 生年月日
昭和38年11月18日

■ 所有する当行の株式の数
10,000株

2
しば た ひさし

柴 田 久
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和61年４月 当行入行
平成15年１月 本店営業部課長
平成16年６月 社団法人全国地方銀行協会出向ビ

ジネスプロフェッショナル兼経営
企画部東京事務所ビジネスプロフ
ェッショナル

平成17年６月 経営企画部企画グループ長
平成21年６月 理事経営企画部長
平成23年４月 理事呉服町支店長
平成23年６月 執行役員呉服町支店長
平成24年６月 常務執行役員 証券国際担当営業

副本部長、首都圏カンパニー長兼
東京支店長

平成25年４月 常務執行役員 首都圏営業本部担
当営業副本部長、首都圏カンパニ
ー長兼東京支店長

平成25年10月 常務執行役員 首都圏営業本部担
当営業副本部長、首都圏カンパニ
ー長兼東京営業部長

平成26年６月 取締役常務執行役員 審査担当営
業副本部長

平成28年６月 取締役常務執行役員 経営企画・
経営管理担当経営統括副本部長
経営企画部、経営管理部 担当
（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

柴田久氏は、呉服町支店長、首都圏カンパニー長兼東京営業部長等を歴任するなど、豊富な業
務経験を有し、銀行業務に精通しております。また、平成26年6月から取締役を務め、経営の
重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続
き取締役候補者としたものであります。
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再  任

再  任

■ 生年月日
昭和32年６月27日

■ 所有する当行の株式の数
7,000株

3
すぎ もと ひろ とし

杉 本 浩 利
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和55年４月 当行入行
平成９年４月 営業推進部支店担当推進役
平成10年12月 名古屋鳴子支店長
平成11年10月 西部カンパニー推進役
平成11年11月 伝馬町支店長
平成14年４月 富士中央支店副支店長
平成15年６月 藤沢支店長
平成17年４月 西部カンパニー営業推進担当部長
平成18年６月 山下支店長
平成20年６月 浜松中央支店長
平成21年６月 支店サポート部長
平成22年１月 理事支店サポート部長

平成22年４月 執行役員浜松営業部長
平成25年６月 常務執行役員西部カンパニー長
平成27年６月 取締役常務執行役員 営業・業務

担当営業副本部長
平成28年６月 取締役常務執行役員 営業担当営

業副本部長 首都圏カンパニー長
支店サポート部、法人部、個人部
担当（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

杉本浩利氏は、浜松営業部長、西部カンパニー長等を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、
銀行業務に精通しております。また、平成27年6月から取締役を務め、経営の重要事項の決定
および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者
としたものであります。

　

■ 生年月日
昭和38年５月７日

■ 所有する当行の株式の数
12,000株

4
や ぎ みのる

八 木 稔
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和62年４月 当行入行
平成15年６月 静銀経営コンサルティング株式会

社出向ビジネスプロフェッショナ
ル

平成16年６月 経営管理部人事開発グループ長
平成20年６月 新通支店長
平成22年１月 焼津支店長
平成23年４月 理事経営企画部長

平成24年６月 執行役員経営企画部長
平成26年６月 取締役常務執行役員 経営企画・

経営管理担当経営統括副本部長
平成28年６月 取締役常務執行役員 審査担当営

業副本部長 審査部、企業サポー
ト部 担当（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

八木稔氏は、焼津支店長、経営企画部長等を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、銀行業務
に精通しております。また、平成26年6月から取締役を務め、経営の重要事項の決定および業
務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたも
のであります。



株主総会参考書類
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再  任

新  任

■ 生年月日
昭和31年11月30日

■ 所有する当行の株式の数
12,000株

5
なが さわ よし ひろ

長 沢 芳 裕
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和55年４月 当行入行
平成８年12月 富士中央支店推進役
平成９年12月 しずはた支店長
平成11年６月 審査部調査グループ長
平成14年６月 本店営業部副部長
平成16年６月 三島支店長
平成17年６月 理事三島支店長
平成19年１月 理事審査部長
平成22年４月 執行役員審査部長

平成23年６月 執行役員本店営業部長
平成25年６月 取締役常務執行役員 審査担当営

業副本部長
平成26年６月 取締役常務執行役員 リスク管

理・コンプライアンス担当経営統
括副本部長

平成27年６月 取締役常務執行役員 経営統括本
部長 リスク統括部、コンプライ
アンス部 担当（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

長沢芳裕氏は、審査部長、本店営業部長等を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、銀行業務
に精通しております。また、平成25年6月から取締役を務め、経営の重要事項の決定および業
務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたも
のであります。

　

■ 生年月日
昭和32年11月10日

■ 所有する当行の株式の数
20,000株

6
いい お ひで ひと

飯 尾 秀 人
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和55年４月 当行入行
平成９年４月 浜松支店課長
平成10年４月 浜松西支店長
平成12年６月 静銀総合サービス株式会社出向

主任調査役
平成14年６月 名古屋支店副支店長
平成15年５月 監査部検査グループ長
平成16年６月 オペレーション企画部システム企

画グループ長
平成16年10月 オペレーション企画部システムリ

スクグループ長
平成17年４月 リスク統括部オペレーショナルリ

スクグループ長

平成17年６月 事務サポート部長
平成20年６月 理事事務サポート部長
平成21年10月 理事経営企画部担当部長 静岡コ

ンピューターサービス株式会社
（現 静銀コンピューターサービス
株式会社）代表取締役専務執行役
員

平成22年６月 取締役執行役員 ＩＴ業務担当
平成24年６月 静岡コンピューターサービス株式

会社（現 静銀コンピューターサ
ービス株式会社）代表取締役社長

平成27年４月 常務執行役員 次世代システム担
当

平成27年10月 常務執行役員 システム担当経営
統括副本部長（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

飯尾秀人氏は、当行の取締役、静岡コンピューターサービス株式会社（現 静銀コンピューター
サービス株式会社）の代表取締役等を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、銀行業務に精通
しております。平成27年4月から当行の常務執行役員（所管：次世代システム部）を務めてお
り、これまでの実績を踏まえ、当行の経営を担うに相応しい人材であると判断し、新任の取締
役候補者としたものであります。
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新  任

再  任

■ 生年月日
昭和33年10月５日

■ 所有する当行の株式の数
13,000株

7
こ ばやし みつる

小 林 充
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和56年４月 当行入行
平成10年６月 人事部調査役
平成11年６月 経営管理部人事開発グループ調査

役
平成13年12月 経営管理部人事開発グループ長

平成14年10月 大井町支店長
平成17年６月 藤枝駅支店長
平成19年４月 コンプライアンス部長
平成24年６月 理事監査部長
平成28年６月 執行役員監査部長（現任）

　

取締役候補者
と し た 理 由

小林充氏は、コンプライアンス部長、監査部長等を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、銀
行業務に精通しております。平成28年6月から執行役員を務めており、これまでの実績を踏ま
え、当行の経営を担うに相応しい人材であると判断し、新任の取締役候補者としたものであり
ます。

　

■ 生年月日
昭和27年７月７日

■ 所有する当行の株式の数
55,508株

8
ご とう まさ ひろ

後 藤 正 博
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和51年４月 当行入行
平成12年６月 理事熱海支店長
平成12年12月 理事富士中央支店長
平成14年11月 執行役員沼津支店長
平成15年６月 常務執行役員東部カンパニー長
平成17年６月 常務執行役員中部カンパニー長
平成19年４月 常務執行役員 支店営業担当営業

副本部長
平成19年６月 取締役常務執行役員 事務担当営

業副本部長
平成20年６月 取締役常務執行役員 支店営業担

当営業副本部長
平成22年６月 取締役専務執行役員 営業本部長

平成24年６月 取締役副頭取 営業本部長 組織
横断的課題特命担当

平成26年６月 取締役副頭取 経営統括本部長
組織横断的課題特命担当

平成27年６月 取締役 業務監督委員会委員（現
任）
静銀ビジネスクリエイト株式会社
代表取締役会長（現任）
静銀総合サービス株式会社代表取
締役会長（現任）

〔重要な兼職の状況〕
静銀ビジネスクリエイト株式会社代表取締役会長
静銀総合サービス株式会社代表取締役会長

　

取締役候補者
と し た 理 由

後藤正博氏は、当行の副頭取、グループ会社の代表取締役会長等を歴任しております。これら
の豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行い、経営の重要事項の決定および業務執行に対
する監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としたものでありま
す。



株主総会参考書類

11

再  任 社外取締役
候補者

■ 生年月日
昭和42年３月15日

■ 所有する当行の株式の数
0株

9
ふじ さわ く み

藤 沢 久 美
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
平成７年４月 株式会社アイフィス設立 同社代

表取締役（平成11年７月退任）
平成16年６月 一般社団法人投資信託協会理事

（現任）
平成16年11月 株式会社ソフィアバンク取締役
平成17年４月 法政大学大学院客員教授（平成

27年３月退任）
平成18年６月 トレンダーズ株式会社監査役（平

成22年６月退任）
平成18年７月 シンメトリー・ジャパン株式会社

取締役（平成27年３月退任）
平成23年６月 日本証券業協会公益理事（現任）
平成24年２月 株式会社東日本大震災事業者再生

支援機構取締役（平成28年６月
退任）

平成25年６月 当行取締役 業務監督委員会委員
（現任）
ミュージックセキュリティーズ株
式会社監査役（平成27年６月退
任）

平成25年８月 株式会社ソフィアバンク代表取締
役（現任）

平成26年６月 豊田通商株式会社取締役（現任）
株式会社サイネックス取締役（平
成28年６月退任）

平成26年７月 株式会社お金のデザイン取締役
（現任）

平成28年５月 株式会社クリーク・アンド・リバ
ー社取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社ソフィアバンク代表取締役

　

社外取締役候補者
と し た 理 由

藤沢久美氏は、日本初の投資信託評価会社を起業し、代表取締役を務めたほか、株式会社ソフ
ィアバンクの設立に参画して現在その代表取締役を務め、また、金融庁金融審議会委員をはじ
め公職も歴任しております。これらの豊富な経験・見識に基づき、取締役会で積極的に所感ま
たは意見を述べるとともに、助言・提言を行い、経営の重要事項の決定および業務執行に対す
る監督など適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としたものであり
ます。当行社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。

独 立 性 に
関 す る 事 項

株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）が定める独立役員の独立性の基準およ
び当行が定める独立役員の指定基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断され
ることから、独立役員として取引所に届け出ております。
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再  任 社外取締役
候補者

■ 生年月日
昭和19年11月24日

■ 所有する当行の株式の数
4,000株

10
か とう かず やす

加 藤 壹 康
■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 ……………………………………………………………………
昭和43年４月 キリンビール株式会社入社
平成12年３月 同社取締役
平成15年３月 同社常務執行役員
平成16年４月 同社常務取締役兼常務執行役員
平成18年３月 同社代表取締役社長
平成19年７月 キリンホールディングス株式会社

代表取締役社長

平成22年３月 同社取締役会長
平成24年３月 同社相談役
平成27年３月 同社特別顧問（現任）
平成27年６月 当行取締役 業務監督委員会委員

（現任）

　

社外取締役候補者
と し た 理 由

加藤壹康氏は、キリンホールディングス株式会社の代表取締役を務め、企業経営者としての豊
富な経験・見識を有しており、これらに基づき、取締役会で積極的に所感または意見を述べる
とともに、助言・提言を行い、経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な
役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としたものであります。当行社外取
締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。

独 立 性 に
関 す る 事 項

取引所が定める独立役員の独立性の基準および当行が定める独立役員の指定基準に照らし、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断されることから、独立役員として取引所に届け出てお
ります。

（注）１．各取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
２．藤沢久美氏および加藤壹康氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役との責任限定契約について
当行は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において社外取締役との間で
損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。当行は藤沢
久美氏および加藤壹康氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約（以下「責任限定契約」といいます。）を締結しており、再任された後は、
当該契約を継続する予定であります。責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度は同法第425条第１
項に定める最低責任限度額であります。

４．会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記
の他に特記すべき事項はありません。

５．社外取締役候補者の藤沢久美氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名で
あるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は角田久美氏であります。

　
　＜ご参考＞
当行が定める独立役員の指定基準につきましては、事業報告中の３．（２）「社外役員の主な活動状
況」の欄外に記載しております。

以 上
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１.当行の現況に関する事項
(１) 事業の経過および成果等
　
イ 銀行の主要な事業内容

当行は、連結子会社12社を擁する地域総合金融グループの中核企業として、預金業務、貸
出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務に加え、国債等公共債・投資信
託・保険商品の窓口販売などを通じて、幅広い金融商品と利便性の高いサービスの提供に努
めております。

　
ロ 金融経済環境

平成28年度の国内経済は、年度前半は熊本地震や海外経済減速の影響を受け、企業の生産
活動や輸出が伸び悩み、個人消費も先行き不安から力強さを欠きましたが、年度後半は、米
国大統領選以降に進行した円安を背景に生産や輸出が持ち直し、設備投資も堅調に推移した
ことから、全体としては緩やかな回復基調を維持しました。
日経平均株価についても、年度初めは16,000円台でしたが、10月以降に上昇し年度末に
は18,000円台後半で取引を終えました。
金融面では、平成28年2月に日本銀行が導入したマイナス金利付き量的・質的金融緩和に
より、低金利環境が一段と進行しました。
こうしたなか、静岡県経済につきましては、雇用・所得環境の改善が続き住宅投資に持ち
直しの動きがみられましたが、個人消費は伸び悩み、景気回復の足取りは緩やかなものにと
どまりました。

　
ハ 事業の経過および成果

■ 経営戦略
当行は、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、銀行に求められる社会
的責任と公共的使命を着実に果たすため、地域の経済・産業はもちろん、社会・文化の発展
に寄与する総合金融サービスの提供に積極的に取り組んでおります。
当年度は、平成26年度から28年度までの3年間を計画期間とする第12次中期経営計画

「TOBIRA～明日への扉を開くために」の最終年度として、「新しい可能性に挑戦する『しず
ぎん』」の実現に向け、次の4つの基本戦略をグループが一丸となって推進してまいりました。
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❶ 地域密着型金融のさらなる深化
❷ 新たな事業領域・収益機会への挑戦
❸ 柔軟かつ強固な経営基盤の構築
❹「しずぎんブランド」の一層の価値向上

「 TOBIRA
  ～明日への扉を開くために 」の

基 本 戦 略

第12次中期経営計画

　
また、地域金融機関として地域の活性化に貢献するため、地方創生に積極的に関与し、平
成28年8月末までに静岡県内すべての35市町と地方創生に関する連携協定を締結しました。
あわせて、地域と連携した観光振興策にも、グループ企業が一丸となった支援に取り組み、
「まち・ひと・しごと創生本部事務局（内閣官房）」から、平成28年度地方創生の優良事例と
して表彰を受けました。
このほか、新たな事業領域・収益機会への挑戦の一環として、平成28年6月にはほけんの
窓口グループ株式会社、同年8月にはリノベる株式会社と業務提携を締結するなど、金融サー
ビスの一層の品質向上を図りました。

　
■ 商品・サービス
法人部門では、企業それぞれの事業内容や成長の可能性などを適切に評価する事業性評価
に基づく融資や、各種補助金の申請支援、ビジネスマッチングなど、当行グループの情報や
総合金融機能を最大限に活用してお取引先企業を支援しております。
くわえて、医療・介護、環境、農業などの成長
分野や海外への進出支援はもちろん、近年、地域
企業にとって大きな経営課題となっている事業承
継に対する取り組みを充実させるなど、お取引先
企業が直面する経営課題の解決に向けた支援を通
じて、リレーションの強化を図っております。
個人部門では、平成28年8月に「横浜北ローンセンター」、10月に「新宿ローンデスク」
を新設し、首都圏の住宅購入ニーズ、賃貸用不動産の取得による資産形成ニーズにおこたえ
する体制を整えました。あわせて業務提携先のリノベる株式会社とともに、少子高齢化を背
景とした空き家問題などの社会問題の解決に寄与するため、金融面から既存住宅の流通・リ
フォーム市場の活性化に取り組んでおります。
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また、スマートフォンの普及によるライフスタイルや消費行動の変化に対応するため、株
式会社マネーフォワードと共同で、平成28年4月に家計簿アプリ「マネーフォワード for 静
岡銀行」の提供を開始しました。このアプリは、預金口座の残高やクレジットカードの利用
明細などが一元的に管理でき、家計の管理にお役立ていただいております。

このほか、ほけんの窓口グループ株式会社のノウハウ
を活用した保険相談窓口「ほけんの窓口＠しずぎん」を
平成28年12月に浜松市、平成29年4月に静岡市に開設
し、平日の来店が難しいお客さまにも対応するため、土
日の保険相談を開始しました。
くわえて、お客さまの幅広いニーズに対応するため、
この他の相談窓口でも商品ラインアップの拡大を図り、
お客さまのライフプランに適合する商品の提案をはじ
め、ご契約いただいたお客さまへの情報提供などのアフ
ターサービスの充実に努めております。

　
■ 店舗網の多様化と効率化
当年度は、神奈川県横浜市緑区に横浜北ローンセン
ターを新設しました。この結果、当年度末の店舗数は、
国内175本支店・25出張所、海外3支店・2駐在員事
務所・1現地法人となりました。また、車両にATMや
窓口業務を行う機器を搭載した店舗（移動店舗車、愛
称「しずぎんクルリア（CRUREA）」）を導入し、平成
28年5月より巡回を開始しました。
　当年度末のATMネットワークは、当行のATMおよ
び手数料無料化提携ATMの合計で、32,446台（うち静岡県内4,009台）となりました。ま
た、すべてのATMが受話器による音声ガイダンス機能を備え、目の不自由な方にもご利用い
ただける仕様としております。
なお、証券子会社である静銀ティーエム証券株式会社の店舗は、当行との共同店舗を基本
的な考え方としており、静岡県内15店舗、神奈川県内2店舗の計17店舗となっております。
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■ 格付
当行は、健全な資産内容や高い自己資本比率などにより、国内外の3つの格付機関から、国
内金融機関で最高水準の格付を取得しております。
長期格付 （平成29年３月31日現在）

ムーディーズ スタンダード＆プアーズ 格付投資情報センター
A1 A+ AA

　
■ 地域貢献活動
当行は、革新的・創造的な事業に取り組み、地域経済
の発展に寄与する起業家の育成を目的として、「しずぎ
ん起業家大賞」を毎年開催しております。当年度は第5
回となる募集を行い、平成29年4月に入賞者を表彰しま
した。今後も、入賞者はもちろん全応募者の事業の成長
支援に継続的に取り組んでまいります。
また、静岡県とアジア各国との橋渡しを担う人材の育成を目的とした「アジア留学生奨学
金制度」の第6期奨学生10名を選定しました。
さらに、「公益信託しずぎんふるさと環境保全基金」により、静岡県内の環境保全活動団体

など22先に対して300万円の助成金を支給しました。このほか、県内ボランティア団体や障
がい者福祉施設への助成など、8つの公益信託を受託しております。
環境面に関しては、環境マネジメントシステム「ISO14001」の運用や、クールビズ・ウ
ォームビズへの対応、本部･営業店におけるLED照明への切り替えなど節電への取り組みを通
じて、引き続き環境負荷の低減に取り組んでまいります。

　
ニ 主要勘定の動き

■ 貸出金
地域とともに成長する総合金融グループとしての責任を果たすべく、地域のお客さまに対

する安定的な資金供給に取り組んでまいりました。当年度末の貸出金残高は、住宅ローンを
中心とする個人向けの貸出金の増加や中小企業向け貸出金の増加などにより、前年度末に比
べ2,915億円増加し、7兆9,552億円となりました。

　
■ 預金等
当年度末の預金等（譲渡性預金を含む）残高は、個人向けの預金の増加を主因に、前年度
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貸出金（単位：億円）

76,636
91,855

預金等（単位：億円）

22,039

有価証券（単位：億円）

79,552
94,298

13,653

平成28年3月末 平成29年3月末 平成28年3月末 平成29年3月末 平成28年3月末 平成29年3月末

末に比べ2,443億円増加し、9兆4,298億円となりました。
また、個人のお客さまの多様なニーズにおこたえするため、個人年金保険、投資信託など
の商品を幅広く提供してまいりました。
この結果、預金等を含めた個人のお客さまからの預り資産残高は、前年度末に比べ1,963

億円増加し、7兆2,004億円となりました。
　

■ 有価証券
米国大統領選後の市場の混乱により、外国債券の評価損益が悪化したことを受け、今後の

債券運用の自由度と機動性を確保するため、発生した評価損に関しては当年度内に実現損と
して計上し処理しました。
この結果、当年度末の有価証券残高は、外国債券を中心に前年度末に比べ8,386億円減少
し、1兆3,653億円となりました。
有価証券運用につきましては、健全かつ安定的なポートフォリオの構築を図りつつ、相場

動向に応じた適切な運用に努めてまいります。
　

　
ホ 損益の状況

経常収益は、株式等売却益の増加などにより、前年度に比べ236億97百万円増加し、
2,106億49百万円となりました。また、経常費用は、国債等債券売却損の増加を中心に、前
年度に比べ379億64百万円増加し、1,588億42百万円となりました。
この結果、経常利益は前年度に比べ142億66百万円減少し518億7百万円、当期純利益は
関係会社株式評価損の計上もあり前年度に比べ195億48百万円減少し244億33百万円となり
ました。
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当行グループの連結経常収益は、株式等売却益の増加などにより、前年度に比べ261億90
百万円増加し、2,498億4百万円となりました。また、連結経常費用は、国債等債券売却損の
増加や持分法による投資損失の計上を中心に、前年度に比べ519億4百万円増加し、2,027億
48百万円となりました。
この結果、連結経常利益は前年度に比べ257億14百万円減少し470億55百万円、親会社株

主に帰属する当期純利益は前年度に比べ186億32百万円減少し292億76百万円となりまし
た。

　
ヘ 対処すべき課題

平成29年度のわが国の経済を展望しますと、雇用情勢の改善を背景に底堅い推移が見込ま
れる個人消費が下支えとなって、緩やかながらも回復基調が続くことが期待されます。一方、
米国の政策運営や英国のEU離脱問題などを背景に国際情勢に対する不透明感が高まってお
り、これらが国内景気のリスク要因となることも懸念されます。
また、金融緩和政策の影響から、市場金利は引き続き低水準で推移することが見込まれ、

金融機関経営にとって資金運用面で厳しい環境が続くものと予想されます。
このような環境下、当行グループでは、経営を取り巻く各種のリスクに適切に対処すると
ともに、地域企業への安定的な資金供給や経営改善支援による地域経済の安定と、成長分野
への支援や新たな産業の創出による地域経済の活性化が重要であるとの認識のもと、引き続
き地域密着型金融に基づく成長戦略を推進してまいります。
また、業務遂行にあたっては、法令および企業倫理の遵守を徹底し、コンプライアンスに
対する当行グループ全役職員の意識啓発に努めてまいります。

平成29年4月、第13次中期経営計画「TSUNAGU～つなぐ」をスタートさせました。
この新しい中期経営計画では、「Innovative Bank～地域とともに新たな価値を創造し続け
る『しずぎん』」をビジョン（目指すべきグループ像）として掲げ、株主の皆さまをはじめ、
お客さま、地域社会、従業員などすべてのステークホルダーの期待におこたえするため、新
たな事業領域の開拓という第12次中期経営計画の考え方を踏襲しながら、当行グループのビ
ジネスを支えてきた従来からの事業領域においても新たな価値を創り出し、いかなる環境で
も常に地域と寄り添い、地域とともに成長していく金融機関を目指します。
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そして、このビジョンの実現に向けて、次の4つの基本戦略に取り組みます。
　
第13次中期経営計画

「TSUNAGU～つなぐ」の基本戦略
❶ 地域経済の成長にフォーカスしたコアビジネスの強化
❷ 事業領域の開拓・収益化による地方銀行の新たなビジネスモデルの構築
❸ チャネル・IT基盤を活用したセールス業務の変革
❹ 地域、お客さま、従業員、株主の夢と豊かさの実現を応援する

　
この４つの基本戦略については、コアビジネス（地域）、首都圏、ネーションワイド（地域

を越えた取引）の３つの事業領域で推進するとともに、収益、チャネルなどの構造改革にも
取り組むことにより、ビジョンの実現につなげてまいります。

株主の皆さまにおかれましても、今後とも格別のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申
しあげます。
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(２) 財産および損益の状況
　

（単位：億円）
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

預 金 82,342 87,151 90,023 93,040
定 期 性 預 金 34,176 35,602 34,265 34,314
そ の 他 48,165 51,548 55,757 58,726

社 債 200 100 ― ―
新 株 予 約 権 付 社 債 514 600 563 560
貸 出 金 72,407 73,931 76,636 79,552

個 人 向 け 24,916 26,274 27,827 29,561
中 小 企 業 向 け 28,309 27,988 29,978 31,394
そ の 他 19,180 19,667 18,830 18,597

特 定 取 引 資 産
（ト レ ー デ ィ ン グ 資 産） 293 397 335 319

特 定 取 引 負 債
（ト レ ー デ ィ ン グ 負 債） 178 258 232 201
有 価 証 券 23,390 25,847 22,039 13,653

国 債 11,213 9,348 6,133 4,384
地 方 債 569 480 187 592
そ の 他 11,607 16,018 15,718 8,676

総 資 産 106,166 111,692 110,849 110,303
内 国 為 替 取 扱 高 598,985 582,154 582,924 545,581
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

13,716 12,253 12,842 15,551
経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円

67,227 67,095 66,073 51,807
当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円

42,762 42,577 43,982 24,433
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

67 83 68 46 71 42 40 04
信 託 財 産 3 4 5 7
信 託 報 酬 百万円 百万円 百万円 百万円

1 1 1 3
（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
　
（ご参考）企業集団の財産および損益の状況

（単位：億円）
　

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
経 常 収 益 2,208 2,115 2,236 2,498
経 常 利 益 746 751 727 470
親会社株主に帰属する当期純利益 467 499 479 292
純 資 産 額 8,167 9,292 9,223 9,347
総 資 産 106,979 112,334 111,172 110,547
（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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(３) 使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 2,884人 2,942人
平 均 年 齢 39年２月 39年７月
平 均 勤 続 年 数 16年11月 17年３月
平 均 給 与 月 額 461千円 471千円

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

(４) 営業所等の状況
イ 営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
店 うち出張所 店 うち出張所

静 岡 県 172 （ 20） 172 （ 20）
東 京 都 3 （ ―） 3 （ ―）
神 奈 川 県 20 （ 4） 19 （ 3）
愛 知 県 4 （ 1） 4 （ 1）
大 阪 府 1 （ ―） 1 （ ―）
国 内 計 200 （ 25） 199 （ 24）
米 州 2 （ ―） 2 （ ―）
ア ジ ア 1 （ ―） 1 （ ―）
海 外 計 3 （ ―） 3 （ ―）
合 計 203 （ 25） 202 （ 24）

（注）上記のほか、海外駐在員事務所および店舗外現金自動設備の設置状況はそれぞれ次のとおりであります。
　

当 年 度 末 前 年 度 末
海 外 駐 在 員 事 務 所 2か所 2か所
店 舗 外 現 金 自 動 設 備 47,276か所 45,546か所

　
ロ 当年度新設営業所

営 業 所 名 所 在 地

中山支店横浜北ローンセンター出張所 （平成28年８月25日） 神奈川県横浜市緑区中山町306番地５
（静銀中山ビル２階）

（注）上記のほか、当年度において株式会社セブン銀行との共同設置店舗外現金自動設備を1,887か所設置・921か所廃止、
株式会社イーネットとの共同設置店舗外現金自動設備を818か所設置・755か所廃止、株式会社ローソン・エイティエ
ム・ネットワークスとの共同設置店舗外現金自動設備を1,104か所設置・394か所廃止、当行の店舗外現金自動設備を9
か所廃止しました。
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(５) 設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
設備投資の総額 21,927

ロ 重要な設備の新設等
（単位：百万円）

内 容 金 額

次世代システム 9,680

勘定系システム 5,226

リース資産 1,987
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(６) 重要な子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 設立年月日 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

静 銀 経 営 コ ン
サ ル テ ィ ン グ
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号

経営コンサルティング業務、
代金回収業務

昭和37年
５月２日

百万円 ％

440 100.00

静 銀 リ ー ス
株 式 会 社

静岡県静岡市葵区
呉服町１丁目１番
地の２

リース業務 昭和49年
３月15日 250 100.00

静 銀 コ ン ピ ュ ー
タ ー サ ー ビ ス
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北１番10号

コンピューター関連業務、
計算受託業務

昭和49年
４月１日 54 100.00

静 銀 信 用 保 証
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号 信用保証業務 昭和53年

11月１日 50 100.00
静 銀 デ ィ ー
シ ー カ ー ド
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙１丁目13番
10号

クレジットカード業務、
信用保証業務

昭和58年
４月１日 50 100.00

静 岡 キ ャ ピ タ ル
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号

株式公開支援業務、
中小企業再生支援業務

昭和59年
８月１日 100 10.00

静 銀 テ ィ ー
エ ム 証 券
株 式 会 社

静岡県静岡市葵区
追手町１番13号 金融商品取引業務 平成12年

12月22日 3,000 100.00

静 銀 総 合
サ ー ビ ス
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号

人事・総務・財務関連業務、
有料職業紹介業務

昭和60年
７月１日 30 100.00

静 銀 モ ー ゲ ー ジ
サ ー ビ ス
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号

銀行担保不動産の評価・調査
業務、貸出に関する集中事務
業務

平成２年
７月２日 50 100.00

静 銀 ビ ジ ネ ス
ク リ エ イ ト
株 式 会 社

静岡県静岡市清水
区草薙北２番１号

為替送信・代金取立等の集中
処理業務、労働者派遣業務

平成11年
６月28日 40 100.00

欧 州 静 岡 銀 行 Rue Jules Cockx8-10,Bte-9,
1160 Auderghem,Belgium

銀行業務、
金融商品取引業務

平成３年
２月19日

百万円
2,971

100.00Shizuoka Bank
（Europe）S.A. 24,790

千ユーロ

Shizuoka Liquidity
Reserve Limited

PO Box 309,
Ugland House,
Grand Cayman,
KY1-1104,
Cayman Islands

金銭債権の取得 平成26年
８月12日

百万円
5

100.0050
千米ドル

　

（注）１．資本金および当行が有する子会社等の議決権比率は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．資本金の円貨換算額は、決算日の為替相場により算出しております。
３．上記12社は連結子会社および子法人等であります。
４．当年度の連結経常収益は2,498億円、親会社株主に帰属する当期純利益は292億円であります。
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（ご参考）持分法適用関連法人等

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 設立年月日 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

静銀セゾンカード
株 式 会 社

静岡県静岡市駿河区
南町11番１号

クレジット・プリペイドカー
ド業務、信用保証業務

平成18年
10月30日

百万円
50

％
50.00

マネックスグループ
株 式 会 社

東京都港区赤坂１丁
目12番32号

金融商品取引業務等を営む会
社の株式の保有

平成16年
８月２日 10,393 25.57

コ モ ン ズ 投 信
株 式 会 社

東京都千代田区平河
町２丁目４番５号

投資運用業務、
投資信託販売業務

平成19年
11月６日 680 22.41

　
重要な業務提携の概況
　
１．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス
（略称ACS）を行っております。
２．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系
統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利
用による現金自動引出し等のサービス（略称MICS）を行っております。
３．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称CNS）におい
て、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各
種データの授受のサービス等を行っております。
４．株式会社ゆうちょ銀行と提携し、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しおよび預
入れサービスを行っております。
５．株式会社セブン銀行と提携し、共同設置現金自動設備による現金自動引出しおよび預入れ
サービスを行っております。
６．株式会社イオン銀行と提携し、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しサービスを
行っております。
７．株式会社イーネットと提携し、共同設置現金自動設備による現金自動引出しおよび預入れ
サービスを行っております。
８．株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークスと提携し、共同設置現金自動設備によ
る現金自動引出しおよび預入れサービスを行っております。

　
(７) 事業譲渡等の状況

該当事項はありません。
　
(８) その他銀行の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
　



添付書類 第111期 事業報告（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

25

２.会社役員（取締役および監査役）に関する事項
(１) 会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位および担当 重要な兼職
中 西 勝 則 取締役頭取（代表取締役）

中 村 彰 宏
取締役副頭取（代表取締役)
営業本部長委嘱
資金証券部、国際営業部、地区カンパニー
事務サポート部、業務部 担当

一 杉 逸 朗
取締役専務執行役員
業務監督委員会委員長
監査部 担当

長 沢 芳 裕
取締役常務執行役員
経営統括本部長委嘱
リスク統括部、コンプライアンス部 担当

杉 本 浩 利
取締役常務執行役員
営業担当営業副本部長委嘱、首都圏カンパニー長
支店サポート部、法人部、個人部 担当

柴 田 久
取締役常務執行役員
経営企画・経営管理担当経営統括副本部長委嘱
経営企画部、経営管理部 担当

八 木 稔
取締役常務執行役員
審査担当営業副本部長委嘱
審査部、企業サポート部 担当

後 藤 正 博 取締役
業務監督委員会委員

静銀ビジネスクリエイト株式会社
代表取締役会長
静銀総合サービス株式会社
代表取締役会長

藤 沢 久 美 取締役（社外取締役）
業務監督委員会委員

株式会社ソフィアバンク
代表取締役

加 藤 壹 康 取締役（社外取締役）
業務監督委員会委員

齊 藤 宏 樹 常勤監査役
大 越 裕 常勤監査役
石 橋 三 洋 監査役（社外監査役）
上 月 和 夫 監査役（社外監査役） 株式会社東京海上日動キャリアサービス

代表取締役社長
山 下 善 弘 監査役（社外監査役） 山下善弘法律事務所

所長
（注）取締役藤沢久美氏、加藤壹康氏および監査役石橋三洋氏、上月和夫氏、山下善弘氏につきましては株式会社東京証券取引所に

対し、独立役員として届け出ております。
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(２) 会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支 給 人 数（人） 報 酬 等

取 締 役 10 (102)
346

監 査 役 5 73

計 15 (102)
419

（注）１．「報酬等」欄における（ ）は、確定金額報酬以外の金額を内書きしております。
２．取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る業績連動型報酬20百万円、株式報酬型ストック･オプション報酬39百万円お
よび株価連動型ポイント制役員退職慰労金報酬43百万円を含めております。なお、平成19年６月26日開催の第101期定
時株主総会および平成27年６月19日開催の第109期定時株主総会の決議に基づき、業績連動型報酬の報酬枠は当期純利
益水準に応じて最大100百万円、株式報酬型ストック・オプションの年間割当額は50百万円以内、株価連動型ポイント制
役員退職慰労金の付与ポイント数は年５万ポイント以内（１ポイント＝１株相当）としており、各報酬ともに、この範囲
内となっております。

３．確定金額報酬は、平成19年６月26日開催の第101期定時株主総会において取締役は年額300百万円以内、監査役は90百
万円以内と決議されております。報酬部分は、この限度額の範囲内となっております。

(３) 責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

藤 沢 久 美

会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過
失がないときは、会社法第425条第1項に定義される最低責任限度額をもって損害賠償
責任の限度とする契約を締結しております。

加 藤 壹 康

石 橋 三 洋

上 月 和 夫

山 下 善 弘
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３.社外役員に関する事項
(１) 社外役員の兼職その他の状況

社外役員の重要な兼職につきましては、「２．会社役員（取締役および監査役）に関する
事項（１）会社役員の状況」に記載のとおりであります。
その他、社外役員が役員等を兼職している他の法人等と当行の間には、開示すべき関係は
ありません。

　
(２) 社外役員の主な活動状況

区分 氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言その他の活動状況

取締役 藤 沢 久 美 ３年９月
当事業年度に開催された取
締役会12回中12回に出席
しております。

主に金融・経済分野における豊富な経
験・見識に基づき、取締役会で積極的に
所感または意見を述べるとともに、助
言・提言を行い、経営の重要事項の決定
および業務執行に対する監督など適切な
役割を果たしております。
株式会社東京証券取引所が定める独立役
員の独立性の基準および当行が定める独
立役員の指定基準に照らし、一般株主と
利益相反のおそれがないと判断されるた
め、独立役員に指定しております。

取締役 加 藤 壹 康 １年９月
当事業年度に開催された取
締役会12回中11回に出席
しております。

主に企業経営者としての豊富な経験・見
識に基づき、取締役会で積極的に所感ま
たは意見を述べるとともに、助言・提言
を行い、経営の重要事項の決定および業
務執行に対する監督など適切な役割を果
たしております。
株式会社東京証券取引所が定める独立役
員の独立性の基準および当行が定める独
立役員の指定基準に照らし、一般株主と
利益相反のおそれがないと判断されるた
め、独立役員に指定しております。
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区分 氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言その他の活動状況

監査役 石 橋 三 洋 ５年９月
当事業年度に開催された取
締役会12回中12回、監査
役会13回中13回に出席し
ております。

主に企業経営者としての豊富な経験・知
見に基づき、取締役会、監査役会の議案
および報告事項に対し積極的に所感また
は意見を述べるとともに、助言・提言を
行っております。
株式会社東京証券取引所が定める独立役
員の独立性の基準および当行が定める独
立役員の指定基準に照らし、一般株主と
利益相反のおそれがないと判断されるた
め、独立役員に指定しております。

監査役 上 月 和 夫 １年９月
当事業年度に開催された取
締役会12回中12回、監査
役会13回中13回に出席し
ております。

主に企業経営者としての豊富な経験・知
見に基づき、取締役会、監査役会の議案
および報告事項に対し積極的に所感また
は意見を述べるとともに、助言・提言を
行っております。
株式会社東京証券取引所が定める独立役
員の独立性の基準および当行が定める独
立役員の指定基準に照らし、一般株主と
利益相反のおそれがないと判断されるた
め、独立役員に指定しております。

監査役 山 下 善 弘 １年９月
当事業年度に開催された取
締役会12回中12回、監査
役会13回中13回に出席し
ております。

主に弁護士としての専門的な見地から、
取締役会、監査役会の議案および報告事
項に対し積極的に所感または意見を述べ
るとともに、助言・提言を行っておりま
す。
株式会社東京証券取引所が定める独立役
員の独立性の基準および当行が定める独
立役員の指定基準に照らし、一般株主と
利益相反のおそれがないと判断されるた
め、独立役員に指定しております。

＜ご参考＞独立役員の指定基準
　当行では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の基準をもとに、取締役会において「独立役員の指定に関する
規程」を定め、定量・定性的な明確化を図っております。

　

[指定基準の概要]
社外取締役および社外監査役のうち次のいずれにも該当しない者は、独立役員として指定することができる。
① 当行を主要な取引先とする者（※１）もしくはその業務執行者または当行の主要な取引先もしくはその業務執行者
② 当行から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサル
タントその他の専門的サービス提供者（当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は当該団体に属する者
をいう）

③ 社外取締役または社外監査役への就任前５年間において上記①および②に該当していた者
④ 次に掲げる者（※２）の配偶者または二親等内の親族

Ａ 上記①から③までに掲げる者
Ｂ 当行または当行子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役
を含む）

Ｃ 最近においてＢに該当していた者
※１ 当行を主力取引銀行とする者その他当行との取引実態に照らし親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係が

ある者
※２ 部長相当職以上に該当しない者を除く
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(３) 社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数（人） 銀行からの報酬等

報酬等の合計 5 30
　
(４) 社外役員の意見

上記（１）から（３）に掲げる内容について意見はありません。

４.当行の株式に関する事項
(１) 株 式 数 発行可能株式総数 2,414,596千株

発行済株式の総数 645,129千株
（注）株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

　

(２) 当年度末株主数 21,169名
(３) 大 株 主

株 主 の 氏 名 ま た は 名 称
当行への出資状況

持 株 数 等 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 32,354千株 5.35％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 29,745 4.92

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 29,117 4.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 26,234 4.34

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 21,884 3.62

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 13,070 2.16

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 11,608 1.92

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 11,546 1.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 9,862 1.63

第 一 三 共 株 式 会 社 9,343 1.54
（注）１．上記のほか、当行所有の自己株式41,360千株があります。

２．持株数等は千株未満を切り捨てて表示しております。
３．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除のうえ算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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５.会計監査人に関する事項
(１) 会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏名または名称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任監査法人トーマツ

75

(会計監査人の報酬等について監査
役会が同意した理由)
(注)３
(非監査業務の内容)
該当事項はありません。

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 梅津 知充

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 杉田 昌則

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 大須賀 壮人

　

（注）１．当行、子会社および子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は92百万円であります。
２．当行と監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し

ておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
３．監査役会は、会計監査人および行内関係部署からの必要な資料や情報の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会
計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて相当であると判断し、
会計監査人の報酬等の額について同意しております。

　
(２) 会計監査人に関するその他の事項
イ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、

監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解
任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性等も勘案

し、再任または不再任の検討を毎年実施します。株主総会に提出する会計監査人の不再任
に関する議案の内容を決定した場合、監査役会が選定した監査役は、株主総会にてその議
案について説明をします。
ロ 欧州静岡銀行は、Deloitte Bedrijfsrevisorenの監査を受けております。
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６.財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当行では、会社法施行規則第118条に定める基本方針は策定しておりませんが、会社の財務
および事業の方針の決定を支配することを目的とした当行株式等の大規模買付行為の対象とな
らないよう、平時から以下を基本とした経営を行っております。

　
(１) 株主価値の向上

収益の増強や、配当政策などの適切な資本政策を通じ、株主価値の向上を図ります。
　
(２) コーポレートガバナンスの強化

取締役会をはじめとする経営の機関設計およびその運営状況に意を用い、適切な企業統治
が行われる体制を維持・強化します。

　
(３) 各ステークホルダーとの良好な関係維持

ＩＲ活動等を通じて市場での認知度や評価の向上を図るとともに、株主の皆さま、お客さ
ま、従業員等の各ステークホルダーとの適切なコミュニケーションと良好な関係維持に努め
ます。
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７.業務の適正を確保する体制
当行は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他

当行の業務ならびに当行および当行の子会社から成る企業集団（以下「当行グループ」とい
う。）の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）の整備につい
て、取締役会において基本方針を決議し、内部統制システムの整備に取り組んでおります。

　
(１) 内部統制システムの整備に係る基本的な考え方
イ 当行グループでは、従来より企業倫理の遵守を経営の最重要課題として認識し、コーポ
レート・ガバナンス体制を確立してきましたが、企業の社会的責任を果たすべく、以下の
施策に対して不断の取組みを行い、コーポレート・ガバナンス体制やコンプライアンス
（倫理法令遵守）態勢の維持・強化を図ることを通じて、内部統制システムの整備に取り
組むとともに、同システムの適切な運用に努めます。

(２) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（企業理念、倫理憲章）
イ 企業理念を当行グループにおける全ての活動の指針と位置付け、また、コンプライアン
スの基本方針として倫理憲章を定め、当行グループの全役職員がこれを遵守します。
（取締役会および取締役）
ロ 取締役会は、取締役会規程に基づき運営を行い、業務執行を決するとともに、取締役の
職務の執行を監督します。取締役は、法令および定款ならびに株主総会の決議を遵守し、
取締役としての職務を忠実に遂行します。

ハ 当行では、経営の監督と執行の分離を目的に任意で設置する業務監督委員会が執行部門
の監督を行い、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図ります。
ニ 社外取締役の招聘による社外の視点の経営意思決定への反映、監督機能の強化に努めま
す。
ホ 当行では、業務監督委員会が管轄する内部監査部門を設置し、この内部監査部門の検証
により、当行グループにおける内部統制の適切性および有効性を確保します。
（当行の監査役会および監査役）
ヘ 当行は監査役設置会社であり、監査役は監査役会規程および監査役監査基準に基づき、
取締役の職務につき監査します。
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（コンプライアンスに対する方針、コンプライアンスに関する運営体制）
ト 当行グループは、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つに位置付け、すべてのリ
スク管理の前提とし、コンプライアンス態勢の整備、強化を図ります。また、反社会的勢
力等との関係遮断は、コンプライアンスに関する重要事項として取り組みます。
チ 当行の取締役会は、毎年度、コンプライアンスプログラムを決定します。また、コンプ
ライアンス会議において、コンプライアンスに関する具体的諸施策の統括や重要事項の審
議を行い、その内容を取締役会に報告します。
リ 当行は、当行グループにおけるコンプライアンスおよびリスク管理に関する組織、役
割、手続等をリスク管理基本規程として定め、同規程に基づいて設置した当行のコンプラ
イアンス統括部署（以下「コンプライアンス統括部署」という。）が当行グループにおけ
るコンプライアンス態勢の維持・強化を統括します。
ヌ 当行グループの全役職員が、当行グループ内で発生した違法行為等について所定の方法
によりコンプライアンス統括部署、弁護士事務所等へ通報できる内部通報制度を設置し、
適切に運用します。

　
(３) 当行における取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ 取締役の職務の執行に係る情報資産の管理は、法令等の定めによるほか、行内規程類に
より適正に行います。

　
(４) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（リスク管理に対する方針）
イ 当行グループはリスク管理体制の強化を経営の最重要課題の一つに位置付け、健全性を
維持しつつ収益の安定的向上を図ります。
（リスク管理に関する運営体制）
ロ 取締役会は、各期の業務計画でリスク管理方針を決定します。また、統合リスク・予算
管理会議において、リスクへの対応を決定し、その内容を取締役会に報告します。
ハ リスク管理基本規程に基づいて設置した当行のリスク管理統括部署（以下「リスク管理
統括部署」という。）が当行グループにおけるリスク管理体制の維持・強化を統括します。
ニ 各種リスク発生時の対応や事前対策等を非常事態対策要綱に定めて損害を最小限に止
め、事業の継続を図る体制を維持・強化します。

　
(５) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ 取締役会を定例開催するほか、必要に応じて適宜開催するとともに、当行は取締役会の
権限委譲による決定機関として経営執行会議等を設置し、重要な業務執行に関わる事項を
審議します。
ロ 当行グループは、執行役員制度を設け、取締役会の決定に基づく業務執行について各規
程に決裁権限と責任の所在を定め、適切かつ有効な内部管理体制の構築と効率的な業務執
行を実現します。
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(６) 当行の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制その他の当行
グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ グループ会社の業務運営はグループ会社運営規程等に基づいて行い、当行の常勤監査役
がグループ会社の非常勤監査役に就任するとともに、当行の所管部長等が非常勤取締役に
就任することにより、当行グループの業務の適正を確保します。
ロ 当行では、グループ会社から四半期毎に業務実績の報告を受け、取締役会に報告するほ
か、当行とグループ会社の代表者で構成し定例開催するグループ代表者経営連絡会におい
て、グループ会社から業務執行状況等の報告を受け、当行グループの経営課題の問題解決
を図ります。
ハ グループ会社統括部署がグループ会社の業務運営等に関する企画・調整を行います。ま
た、当行におけるグループ会社各社の所管部署および横断的統括管理を必要とするグルー
プ会社業務の担当部署をグループ会社運営規程等に定め、グループ会社から必要な報告を
求めること等により、当該業務の適正かつ効率的な運営を確保します。
ニ 当行グループは、銀行法の定めるアームズ・レングス・ルールを遵守し、当行とグルー
プ会社との利益相反行為を通じて銀行経営の健全性が損なわれること等を防止します。ま
た、グループ会社は、当行の取締役会が定めるリスク管理基本規程を踏まえ、各社の規模
や業態等に応じて取締役会で自社のリスク管理基本規程等・コンプライアンスプログラム
を定め、適切なコンプライアンス態勢およびリスク管理体制を構築します。
ホ グループ会社各社に規模や業態等に応じてコンプライアンス、リスク管理および内部監
査等の担当者を必要に応じ配置します。
ヘ 当行の内部監査部門は、内部監査規程に基づきグループ会社に対して業務運営状況に関
する監査等を実施します。内部監査で指摘した重要な事項については遅滞なく当行の代表
取締役および取締役会ならびに監査役に報告するとともに、内部監査で指摘した事項につ
いて、被監査部門における改善状況等を適切に把握する体制を整備します。また、当行の
監査役およびグループ会社の監査役の監査職務の遂行により、内部統制システムの適切な
整備が図られるよう、当行グループ全体の監査環境の整備に努めます。
ト 当行は、財務報告に係る内部統制規程に基づき財務報告に係る内部統制の方針および計
画を定め、その適切な運用により当行グループにおける財務報告の信頼性を確保します。

(７) 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項、当該使用人の当行の取締役からの独立性に関する事項および当行の監査役の
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ 監査役を補助するための機関として監査役室を設置し、業務を行うために必要な担当者
を配置します。また、業務分掌規程で監査役室を業務執行から独立した組織として定め、
当該担当者が専ら監査役からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執
行部門、内部監査部門からの独立性を確保します。
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(８) 当行の取締役および使用人が当行の監査役に報告をするための体制、当行の子会社の取締
役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をする
ための体制その他の当行の監査役への報告に関する体制、ならびに当該報告をした者が報告
をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ 当行の取締役および使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合は速
やかに報告するほか、必要に応じて監査役に報告を行い、銀行経営に重要な影響を及ぼす
情報については遅滞なく報告します。
ロ グループ会社の取締役および使用人は、当行の監査役から業務執行に関する報告を求め
られた場合は速やかに報告するほか、当行のグループ会社統括部署・所管部署等を通じ、
当行の監査役に対して、必要に応じて報告を行い、自社の経営に重要な影響を及ぼす情報
については遅滞なく報告します。
ハ 当行の監査役は、取締役その他の者から報告を受けた場合は、これを監査役会に報告し
ます。

(９) 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
イ 監査役から会社法第388条に基づく費用の前払等の請求を受けたときは、当該請求に係
る費用または債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
または債務を処理します。
ロ 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、半期毎の予算編成におい
て、監査役室からの申請に応じて監査役の職務の執行に必要な予算を確保します。

(10) その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査役監査が適正かつ円滑、効果的に行わ
れるような監査環境を整備します。
ロ 監査体制の中立性および独立性を確保するため、社外監査役の意見を尊重し、監査機能
の一層の強化に努めます。
ハ 監査役および監査役会は、会計監査人、内部監査部門、コンプライアンス統括部署およ
びリスク管理統括部署等と定例的な情報交換の場を設けることにより、監査役監査の実効
性を確保します。
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＜内部統制システムの運用状況の概要＞
当行では、上記基本方針に基づく内部統制システムの整備について、各業務所管部署にお
いて定例的に点検を行い、その結果を取締役会に報告することにより、内部統制システムの
整備とその適切な運用に努めております。
当事業年度（第111期）における基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりです。

　
(１) コンプライアンス態勢

（取締役会および取締役）
イ 取締役会は、取締役会規程に基づき適切に運営し、定例取締役会（11回）および臨時
取締役会（１回）を開催しました。
ロ また、社外取締役２名も委員に含まれている業務監督委員会（４回）およびアドバイザ
リーボード（７回）も開催しました。加えて、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・
精神を尊重し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役および
社外監査役のみによる自由な意見交換の場として独立役員意見交換会（２回）を開催しま
した。
（コンプライアンスに対する方針、コンプライアンスに関する運営体制）
ハ 取締役会は、年度毎にコンプライアンスプログラムを決定するとともに、その進捗状況
および達成状況の報告を四半期毎に受けました。
ニ コンプライアンス会議は、コンプライアンス違反の発生状況および反社会的勢力等との
取引の遮断などについて審議を行い、月次で取締役会に報告しました。
ホ コンプライアンス統括部署であるコンプライアンス部は、コンプライアンス関連情報の
一元管理を通じたモニタリングにより、違反の未然防止と体制の維持・強化に取り組んで
おります。同部にはコンプライアンスオフィサーと金融商品取引管理担当を配置し、営業
店立入調査などを通じて、営業店に対する指導・モニタリングを実施しております。
ヘ 倫理憲章の実践にあたってコンプライアンスをより身近なものとして意識して日々の業
務に取り組むため、「コンプライアンス・ポリシー」を制定しており、当行グループの役
職員が随時目を通せるように携帯型のコンプライアンス・ポリシーカードを配付しており
ます。
ト コンプライアンス部は、当行グループの内部通報制度であるオピニオンボックスの利
用・対応状況を、半期毎にとりまとめてコンプライアンス会議に報告しております。

　
(２) リスク管理体制
イ 取締役会は、半期毎のグループ業務計画にてリスク管理方針を決定するとともに、リス
クの発生状況およびリスク管理の状況の報告を四半期毎に受けました。
ロ 統合リスク・予算管理会議は、発生したリスクの対応方針を決定のうえ、月次で取締役
会に報告しました。
ハ リスク管理統括部署であるリスク統括部は、各種リスクの管理上の問題点を総合的に判
断し、必要に応じてリスク管理体制の改善・高度化を図っております。
ニ 非常事態対策要綱に定めた各種リスク発生時の対応や事前対策等については、外部環境
変化（東日本大震災、火山噴火、テロ、サイバー攻撃等）に応じて継続的に見直しを行っ
ており、各種訓練の実施により、事業継続体制の実効性確保に努めております。
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(３) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会の権限委譲による決定機関として設置する経営執行会議（23回）、統合リス
ク・予算管理会議（12回）、コンプライアンス会議（12回）等を開催しました。各会議の
審議内容については、業務執行報告として取締役会に報告しました。

　
(４) 当行グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ 当行とグループ会社の代表者で構成するグループ代表者経営連絡会を定例開催（８回）
し、当行グループの経営課題の解決を図っております。

ロ グループ会社統括部署である経営企画部は、グループ会社から四半期毎に業務実績の報
告を受け、定例的に取締役会に報告しております。
ハ グループ会社は、グループ会社運営規程等に基づいて銀行関連部に必要な協議・報告を
行っております。
ニ コンプライアンス部は、アームズ・レングス・ルールの遵守状況について、半期毎にと
りまとめてコンプライアンス会議に報告しております。

　
(５) 内部監査体制
イ 内部監査部門である監査部は、中期内部監査計画および各年度の内部監査計画を策定
し、取締役会の承認を得たうえで、本部、グループ会社、営業店等に対して内部監査を実
施しております。
ロ 監査結果は、監査報告書として取締役および監査役に報告するとともに、内部監査結果
関連報告として四半期毎に取締役会に報告しております。
ハ 内部監査結果のレビューと内部監査にて判明した問題点の改善指導を提言し、関連部の
改善策、改善状況、改善時期についてフォローアップすることを目的として、内部監査結
果対応委員会を月次で開催しております。
ニ 監査部は、内部監査規程およびグループ会社運営規程に基づき、グループ会社に対して
内部監査を実施しており、６社に対して内部監査を実施しました。

　
(６) 監査役の監査が実効的に行われることの確保等
イ 監査役室には複数の専任スタッフを配置し、適正な人員を確保しております。
ロ 当行では、常勤監査役に対して、経営執行会議をはじめとする各種重要会議の開催を案
内し、各業務所管部署から各種報告を行っております。
ハ 内部監査部門、コンプライアンス統括部署およびリスク管理統括部署は定例的に監査役
との意見交換の場を設けて、内部監査、コンプライアンス、リスク管理の状況を報告して
おります。
ニ 当行の常勤監査役がグループ会社の非常勤監査役に就任しており、グループ会社各社
は、取締役会等において業務執行に関する事項等について報告しております。
ホ グループ会社統括部署である経営企画部は、グループ会社の取締役会議事録の点検を通
じて、当行の監査役への報告状況を確認しております。
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第111期末（平成29年３月31日現在）貸借対照表 (単位：百万円)
　

科 目 金 額
資産の部

現金預け金 1,109,010
　現金 86,810
　預け金 1,022,199
コールローン 276,033
買入金銭債権 39,629
特定取引資産 31,964
　商品有価証券 5,205
　商品有価証券派生商品 0
　特定金融派生商品 20,759
　その他の特定取引資産 5,999
金銭の信託 3,300
有価証券 1,365,385
　国債 438,465
　地方債 59,236
　社債 195,964
　株式 342,294
　その他の証券 329,424
貸出金 7,955,256
　割引手形 25,331
　手形貸付 168,649
　証書貸付 6,653,842
　当座貸越 1,107,432
外国為替 6,684
　外国他店預け 4,742
　買入外国為替 154
　取立外国為替 1,787
その他資産 68,149
　前払費用 128
　未収収益 6,883
　金融派生商品 15,025
　金融商品等差入担保金 297
　その他の資産 45,814
有形固定資産 71,878
　建物 34,839
　土地 21,977
　リース資産 3,405
　建設仮勘定 6,279
　その他の有形固定資産 5,376
無形固定資産 32,108
　ソフトウェア 31,682
　その他の無形固定資産 425
前払年金費用 14,092
支払承諾見返 100,964
貸倒引当金 △44,047
投資損失引当金 △53

資産の部合計 11,030,356

科 目 金 額
負債の部

預金 9,304,094
　当座預金 443,373
　普通預金 4,687,799
　貯蓄預金 61,259
　通知預金 34,281
　定期預金 3,384,362
　定期積金 47,038
　その他の預金 645,979
譲渡性預金 125,802
コールマネー 108,400
売現先勘定 8,404
債券貸借取引受入担保金 19,298
特定取引負債 20,131
　商品有価証券派生商品 4
　特定金融派生商品 20,127
借用金 253,430
　借入金 253,430
外国為替 103
　外国他店預り 2
　売渡外国為替 40
　未払外国為替 59
新株予約権付社債 56,095
信託勘定借 203
その他負債 77,372
　未払法人税等 606
　未払費用 6,224
　前受収益 1,967
　給付補填備金 19
　先物取引差金勘定 2
　金融派生商品 10,643
　金融商品等受入担保金 18,470
　リース債務 3,422
　資産除去債務 297
　その他の負債 35,715
退職給付引当金 18,593
役員退職慰労引当金 82
睡眠預金払戻損失引当金 297
偶発損失引当金 1,779
ポイント引当金 290
繰延税金負債 46,998
支払承諾 100,964
負債の部合計 10,142,344

純資産の部
資本金 90,845
資本剰余金 54,884
　資本準備金 54,884
利益剰余金 618,878
　利益準備金 90,845
　その他利益剰余金 528,033
　 固定資産圧縮積立金 3,419
　 特別償却準備金 33
　 特別積立金 503,700
　 繰越利益剰余金 20,880
自己株式 △42,503
株主資本合計 722,105
その他有価証券評価差額金 164,679
繰延ヘッジ損益 818
評価・換算差額等合計 165,498
新株予約権 407
純資産の部合計 888,012
負債及び純資産の部合計 11,030,356
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第111期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）損益計算書 (単位：百万円)
科 目 金 額

経常収益 210,649
　資金運用収益 124,330
　 貸出金利息 95,322
　 有価証券利息配当金 24,572
　 コールローン利息 2,540
　 預け金利息 1,360
　 その他の受入利息 535
　信託報酬 3
　役務取引等収益 28,553
　 受入為替手数料 7,700
　 その他の役務収益 20,852
　特定取引収益 456
　 商品有価証券収益 448
　 その他の特定取引収益 8
　その他業務収益 17,632
　 外国為替売買益 1,201
　 国債等債券売却益 13,924
　 金融派生商品収益 2,472
　 その他の業務収益 34
　その他経常収益 39,672
　 償却債権取立益 0
　 株式等売却益 36,561
　 金銭の信託運用益 39
　 その他の経常収益 3,071
経常費用 158,842
　資金調達費用 14,810
　 預金利息 6,877
　 譲渡性預金利息 861
　 コールマネー利息 909
　 売現先利息 1,206
　 債券貸借取引支払利息 1,656
　 借用金利息 941
　 金利スワップ支払利息 1,588
　 その他の支払利息 769
　役務取引等費用 13,336
　 支払為替手数料 1,695
　 その他の役務費用 11,640
　特定取引費用 190
　 特定金融派生商品費用 190
　その他業務費用 44,007
　 国債等債券売却損 37,312
　 国債等債券償還損 6,695
　営業経費 81,518
　その他経常費用 4,979
　 貸倒引当金繰入額 3,394
　 株式等売却損 0
　 株式等償却 1
　 金銭の信託運用損 6
　 その他の経常費用 1,575
経常利益 51,807
特別利益 0
　 固定資産処分益 0
特別損失 12,603
　 固定資産処分損 233
　 関係会社株式評価損 12,370
税引前当期純利益 39,204
法人税、住民税及び事業税 13,651
法人税等調整額 1,119
法人税等合計 14,770
当期純利益 24,433
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第111期末（平成29年３月31日現在）連結貸借対照表 (単位：百万円)
科 目 金 額
資産の部

現金預け金 1,118,843
コールローン及び買入手形 276,033
買入金銭債権 39,629
特定取引資産 32,098
金銭の信託 3,300
有価証券 1,350,029
貸出金 7,929,665
外国為替 6,717
リース債権及びリース投資資産 61,205
その他資産 90,886
有形固定資産 76,064
　建物 34,940
　土地 21,977
　リース資産 0
　建設仮勘定 6,279
　その他の有形固定資産 12,866
無形固定資産 31,991
　ソフトウェア 31,540
　その他の無形固定資産 451
退職給付に係る資産 13,438
繰延税金資産 2,071
支払承諾見返 69,942
貸倒引当金 △47,080
投資損失引当金 △53

資産の部合計 11,054,783

科 目 金 額
負債の部

預金 9,244,479
譲渡性預金 119,902
コールマネー及び売渡手形 108,400
売現先勘定 31,086
債券貸借取引受入担保金 19,298
特定取引負債 20,129
借用金 277,175
外国為替 100
新株予約権付社債 56,095
信託勘定借 203
その他負債 102,751
退職給付に係る負債 20,857
役員退職慰労引当金 281
睡眠預金払戻損失引当金 297
偶発損失引当金 1,779
ポイント引当金 336
特別法上の引当金 11
繰延税金負債 46,934
支払承諾 69,942
負債の部合計 10,120,064

純資産の部
資本金 90,845
資本剰余金 54,884
利益剰余金 664,459
自己株式 △42,503
株主資本合計 767,686
その他有価証券評価差額金 165,605
繰延ヘッジ損益 750
為替換算調整勘定 198
退職給付に係る調整累計額 △1,069
その他の包括利益累計額合計 165,484
新株予約権 407
非支配株主持分 1,140
純資産の部合計 934,719
負債及び純資産の部合計 11,054,783
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第111期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）連結損益計算書 (単位：百万円)
科 目 金 額

経常収益 249,804
　資金運用収益 123,005
　 貸出金利息 95,298
　 有価証券利息配当金 23,269
　 コールローン利息及び買入手形利息 2,540
　 預け金利息 1,361
　 その他の受入利息 535
　信託報酬 3
　役務取引等収益 60,888
　特定取引収益 2,992
　その他業務収益 17,640
　その他経常収益 45,273
　 償却債権取立益 19
　 その他の経常収益 45,253
経常費用 202,748
　資金調達費用 14,661
　 預金利息 6,862
　 譲渡性預金利息 859
　 コールマネー利息及び売渡手形利息 909
　 売現先利息 1,130
　 債券貸借取引支払利息 1,656
　 借用金利息 1,012
　 その他の支払利息 2,231
　役務取引等費用 32,246
　特定取引費用 189
　その他業務費用 44,007
　営業経費 89,147
　その他経常費用 22,495
　 貸倒引当金繰入額 3,955
　 その他の経常費用 18,540
経常利益 47,055
特別利益 0
　 固定資産処分益 0
特別損失 248
　 固定資産処分損 248
税金等調整前当期純利益 46,808
法人税、住民税及び事業税 16,480
法人税等調整額 986
法人税等合計 17,466
当期純利益 29,341
非支配株主に帰属する当期純利益 65
親会社株主に帰属する当期純利益 29,276
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月８日

株式会社静岡銀行
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 梅 津 知 充 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大須賀壮人 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社静岡銀行の平成28年４月１日か
ら平成29年３月31日までの第111期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月８日

株式会社静岡銀行
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 梅 津 知 充 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大須賀壮人 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社静岡銀行の平成28年4月1日から平成
29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社静岡銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年３月31日までの第111期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門、コンプライアンス部門及びリスク統括部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店等において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、当銀行の監査役がその非常勤監査役を兼務する子会社にあって
は取締役会その他重要な会議に出席するほか、その他の子会社を含めて取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告にかかる内部統制について
は、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は子会社に関する職務
を含め認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事
項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　平成29年５月８日

株式会社静岡銀行 監査役会
常勤監査役 齊 藤 宏 樹 ㊞
常勤監査役 大 越 裕 ㊞
監 査 役 石 橋 三 洋 ㊞
監 査 役 上 月 和 夫 ㊞
監 査 役 山 下 善 弘 ㊞

（注）監査役石橋三洋、監査役上月和夫及び監査役山下善弘は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める
社外監査役であります。

以 上
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国道１号線

JR東海
草薙駅
JR東海
草薙駅

妙盛寺

「草薙」

静岡鉄道

静岡鉄道
草薙駅
静岡鉄道
草薙駅

東海道本線

北口北口

南口南口

ふみきりふみきり

草
薙
川

静岡サレジオ

NN

草薙東草薙東至静岡

至静岡駅

至新清水駅

至清水駅

至清水

至新静岡駅

東海道・山陽新幹線
南北自由通路南北自由通路

しずぎん本部タワーしずぎん本部タワー

静岡銀行
研修センター

総会会場

静岡市清水区草薙北２番１号
静岡銀行研修センター
２階大会議室
電話：（054）345－5411（代表）

最寄り駅からのアクセス
第111期 定時株主総会会場 ご案内略図

お車でお越しの場合はお客さま用駐車場をご利用ください。
国道１号線草薙の交差点をJR側に曲り、約100メートル入
った研修センターにございます。

JR東海草薙駅の
南北自由通路を
ご利用

東 海 道 本 線 草薙駅

静 岡 鉄 道（電車） 草薙駅

（バス） しずてつジャストライン 草薙東

総会会場
静岡銀行
研修センター

徒歩約3分
徒歩約７分

徒歩約3分
草薙駅北口から

※ 電車ご利用の場合は、JR東海草薙駅の南北自由通路をご利用いただくと、以前のようにふみきりを渡る
ことなくご来場いただけます。最寄り駅のご案内

　


